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イギリスj去における

事書約貰{壬と革法fT主奇襲{壬(})韓告について
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はじめに

イギリス法iこ:r;、ては、原告 がうそ約喜尽に宗ツぐ損害県噴E百以と不法行

為に基づ、損害鳴償請求。〉両77 や工設できる場介、，~， μーは j ちらの請求でも討

山、':'j!:択することが P きる n こ i'~か校j京;1'1-("あるカし、この舵 rtJ: ~lj :ー

は、， ，くつがの斜 1忠があるコ子れらの同 í~のうちで、とくに亘要なものは、泊

三を日白に選択方る干とが当設のF';十f(jな契約と矛告する場合;こ¥1:、それをす

ること元?でうなl¥L"うものである、

/ωi H判明 ιvttOEAhll UiI l' [，in Chong 以上の，~絞的な立場[止、 1 ~)0;;';γ に、

H問 gB:mk U/の百?説中で、司区?守色:サ :，]uc.icia; Cじrr:l1'..l::世 of~he hivy Cmncil) 

により~':-，;';Ë ミれかけ々が、 99:1't:に、 11<吋ロνJ討り ，thrrcttSv吋附山sUd乙，})!-ド C、

貴校院 (Houseuf Lori.':s.:仁よ:，);!:J定:下れど J

ね密誌の fj;~告の止上最は、契約!司係プJ、めれば、契約主任を追止す4てき「あり、

小法f為責iエそ道及すベ弐ではない、と 1けもの?とある。 貴校 p~~: .7) 守場(手、~/i

れ関係があっ亡も、与お責!千刀可-::;'.:t;i志麦汗の J ちら，~，-追及 -J- ，6刀、1"""ノ v、亡 i土

原告に:立抗1脊があω、 lいうものであるごただ、、，UE市iJ嘆の泣折1存者J 白之「ゐ

のでは在〈、当~!~O:;~~!:J{!)当事主が司、夜?為 L よるよ土、耳のち!J以または排:まを合寄

¥たとみなちれるほどに、小法行為に」ふぷ絡が斗該初約三::r'fr(tる湯舟には

，~UJ;sn ，:r3'3GO) 17S? 
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外ヰ 'iス決t::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台，い t

不法行為に工心救出を選択する余地はない、}-tζ』

宇和Jでは ます、 上記2判決ん紹介する I) (2) 

τ~. ~ 
Pふ A 、11引ぱ円以jnu ，\Iern'tt 字 ili土、たきヘ分けて次の日つの訴奇から :iif~;:) 

再 1!こ、 Uイヱ L保険01受人遺合) rへJ出で、本人が1'1::型九;対して、代l1Ji.契約

冶反烹t千こともに、迅矢小法行為責iエそ道及す;~ -.1'-(:午ずある。 ーれは、責任枝

子守同胞に問主1 るJドぷむある 弟どに つイズ ::'f~怜j:'芸人紹介 l 有がむ 本

人がJ里代ユ主人 l 対 L て巳イU~契約違反Plヱ L 復 i'U!Jl_契約主民fi: lヱを、主的内;1t

践を通り、 l順次点及セ j¥込失耳、託行為費11をご主按:lh/::t-'J-~) 亭f'i.c.あなれ これ

は、複甘収引 iヲマ約 ~!H民 間頴に[Y:j:至t-~訴訟である。本高では、持 1 の責任

説合r~ 担安 ~.f析 L 、さ主 2 1])複九社村|

，'VÍl;1T{'!I 二jJFa:，-、を君主苦~"c)るのみ(レず旬。

i 契約三0，~ 問題仁ついとは HeJ1dns川

2ti二、責任競合グ〉目[続問題 J~ !..-.亡、 ~fH;\j責任円不法1 為責任におけ三事件お

よてr迂長の l主し ι を t既製可)~ UI) d 

-77と、 トE己主位泣判決の 1.~に、政判所は、夜;+;-，三塁与、.tßi ，:y訂 ~， Y)、すな J 1 

ち、;8(きい持主 i工支の "'1午 3ì'J;果内通いを比へ亡有利な ~;:I をGぶ1主禾]をt=f":主ず

る 1旧λ''C、我]11'オ]1土、引ィミ 0)傾p}と[て、寺:1;:{j責任こ市法行為女トf_í~{続行君

る場ムには、存主任究め安i'i効果の1干し ιを料!めるこ，1:iこより、原告の選4JZが結

果;影響長及ぼ守二 Jのな'，，'，上

るこ}トすζ3

なお、実件.hよび効果の遣いにつけて i立

川 Z削 cl交を紹子「すゐこ J. する3

S. J. ¥¥口t:ak守rに jるぐIi{tわ()'H

I置 判例

A閉 Tai Hing Cotton Mill Ltd v Uu Chong Hing Bank Ltd' 

〈事実〉

主主/1 、 'l'~:î llim[ (二υllO!iMill Lltl は、台浴でビザ;、;くか展開示品1荷物製危

::; C!，itt"，似lC仰はれ旬、ts，3Cth ee_l1 ~<~C 羽， parfiS1-126-1-131)， 1-137-~-~ (i9 

"1 iより点、1'¥.C. dO 

~::: '1'字GO:J.:-359):7;:)1 ，1 ?cJ 



九17Eノ

染者である。 X 会社(土、 Vl銀行 I.iじ(ト01、p:Hi0g Kank I二(U、Y，銀行 lP'aJlk

of To日oLtd.)、Y，銀行I.Chekian.r:;2'i:'st Bam~ L~d.) し/)子 11-("%"， (:.: ~ i]A預金11

Jどを有L、利IIJしといとr その当'..'i':定食契約¥-.\~-I.、 x で松江、毎，9 発行 ú)認{

耳切|明細書 l 少 L でも摂りがあれば、そのF~:} ;;[;特定力期間|刊に還川トえさで

あり、さもなければ、そしつ設行以'51叫締書IJ止往なものrみなされる

フつの条乏があった。

': (!) l>j 

Jころカ1: X <1)社理Jドl斗引民 (LF:ITl日¥¥'j:i夜1，1;日げは、 XJ;)ミ山<1)小川 r~~.-f去
よ:~í. ': 1~ の陪には x(7)t:土長 :Jvfr.Clt!:'n) の明名を f~11:U ~たうえ、これらの役立J

♂、1;T;'j'を y1 ~_~iJ~h ':.，:t-!j ら込み、会在ク〉じ"Ëかん公社内.~を 1;Iさ出'1，上'.'，う

手u:ζ より支社。〉討や樹Î'if~，じていた内 tk(; 、 1974 5牛刀、 h 、 ~J78年に横/ド問、吟党

オゐ土ご、総額約[)[市万晶、:誌に;レ仁昇る。ポ'}:';f)(l迂の小{II:}":sン偽:i:t:1_た}

Le~: Tlヌ li台iさ，，~~.:壁。 X 会?ニ li 、1' 1 ーら銀行がi弘法小切手穏当額を X会社の

|庵 iこ借J，;-~己阪する権fI:まない- !-じりE在日正、そ山イ昔Jt-r-r~帳された会議山支:j:lー

をぶゲて、 y1- を提訴 J 脅さ1"-"')等法伎は、 g-15を|民主X会制の詰ぶ会長

引 X 金利 1F4á科、左記一部に対 L~Y l~d f-:-;~;'TLJ、 γ主誌白色?港栓誌虻は、 X 会

祉のごっ月下を具却、 Y，銀行の反対照訴を認争r げ 1---:~銀行じり全国勝訴) x 会社

が !?io 

本トヨの日J日f(; な争~. ~J:、いに'1 1g 円治辺による総失を誌が負うか、つま 1 、

X金利小、 '1'I 帰宅千二か、こ U拾う点Lある が判決が解決 9'\ i~ r~;~E:品、当 i主

~_:í:、口パグ〉オベレ ンヨ〉において、t.M~'~ が銀行に対 L て主ろ注告義務の内詳

と中c.l到にて"ての 較l降、HI;ii ffTか、とし』う間与ヨである υ
-HI¥f.'院日a::を員会(4 :全員 'j~CC' : S C;-H :n三口駅に上る判ノ'T~) 、 X f;社。〕亡吉

右認信 1入会十十の全日:勝訴に

〈判決〉

jtj是間足:しし F可斗事告i土、民Frがff.H:fTに社 'C主主う庁主義務Cう口々持J範

岡町'"で、持活i去 ι 英戸t: i+-i土問!である，~: 52灼てい心。 1かL、名、l'こ害者は、

~~決がどろ-J:'っているうコ Jこっし ι て、全〈与えを異にしている、

確守:，た判例 cは、野容は手;jに対し l、、法 iに、詐以tたは{吾j王子字予必iζ

オゐよフな1Ji}日。より小切子をj長打出ヲ 1]):.-t:;主こられる11::務{(~主 L 子、出 2 !，-， 

) f.ond{ji! ρIlti Siocf， na1!k i.td v Macmiilruιuno:へC.7Ti

Lつ7J .~UJ;sn':f3' 3S8) 17S。



外ヰ 'iス決:::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台，い t

<，tL予のj;，μ，告、/ノいと:J-'Ji士、 Pき之か 't.'-，.)早急に銀行ιJ;rIム;j之:義務を民つ。
しかし、 y1 -;JI{ f!"王、 3えのと，h:') ~主張 L た一転容 ~itn 行 l 対して、この;:j';

日のま主誌を超え、第:1:二、偽造小学1)1が支払のとめに互いされるの{(i;}j【、

ナー的ド、銀行:r'Z ~I{;-'{二う f"行台辺的な用心 pl計四tion) 芯宇品 会主主芯飼い、

早?に、ノì~}明発行ク〉銀行取引 (>j細書を IcJ じl'---.場の合 J~:的な恥手ヰザソゴノ， ~;-t ゐ

のと|コ]によスにチ工】グ L、身h 党てのない惜h記li'があればま-iffに江戸3せり

れるようにする者接会長う 4こuつら品1、 I ，ワ主務}ztれ一目的に奨r'Jトまrーは不
ィ去j二分上、認めつれ/;.)~ 

そニて7、ます\ムク)より広 1 も荘J~刀、，:\不ク〉条I良 L してなおに読み込まれる，、

主力、 次に、子。〉より iムv 特務古河川王i品貢汗と二で認めつれふか、いついて

検τ村 ξ)，-

(1) 黙示の条項『

ある斗いらうか以刀ミグ〉条i員レ 1_，'(寺Z#'~ じり|勺吉正なミか l士、必要↑三チストによるべ

1で3める。つ ri'J、 その義務な{には;祝ラi士1j'が泊二対、虻一挙および式佐市とな

る上つな主務ド彰ん、)矢)!oと[こ契約的内存となる Lかし、第 l、三の設J去

をmえ、より広い第 3、 4 じり義務かF示の条JTI ，~ ~， -c 主主 1~ ，~庶74の王:J)契約の

I可存となるがは、之妥性フス hによるも、行'疋!'れる三

(2) 不法行為v

Scall11三11閣は、かの有名な10論説シ口頭1 示 t

'1ぇ々 にh杭 rLo:'d;;l-:ips) 王、当事者っウ己iゲ)::]1-品lあるとえ l、寸、

" Greenu判 d1-' A-iU1I111S n川 1A'L!d 1.1933.1 A.C'. J 
今 ，日前11 ;¥.c. 8(1 川 1 (1:.' 
ハこ lナより IL、い主主務が??定きれるJ1.虫と~て、先例| 別掲沖に包 6; 二いろ

もののほか;、当該義務が当誌認とうを右討i]( さ"るよ二めい必をとあゐ r 主いえ

ないこ亡、三当E主~\;，í奇がさ~該嬰~;;)C')締結時当、にJさげる各当事 3'0)B: 0)意思である
とは'，.ì 三ないこと、あ[lfj-;(I午V停に子のょっむ~ :ì\'~l 史合?せ七いと古里ものであれば、

銀-í~(よそ Lワロを明らかに v 亡約>Ësl ヘさ Pあるこ王、そ Lうような約 fとを安求ヲ

'.，J 幻f二はナぐに和科系芯 Mんすぶっに~，~:つ九州こ J 、鋲 iニカロ子うどジススの大

きさ去二J¥とこの往Jη1巨失は祇d、なもの「あり、銀行氏引からの手l'言以この止

でも小三三いリスクを哨 Jって余りあるえとカ挙げりれしいと〉

。cより8611八ιBO ムC7-10o

~::: '1'字00:，6 <357) : 749 I?らj



九17Eノ

法行為主任を探ぷするこ ιが、;去の発出に}って十jムかのアト "jτン

ジつずある、と v うごこ存信にてiZ11ないυ このことは、 [";t高

んが)問主仁の関係にある lさμ、J¥lそλごある"¥」

ワ

つまり、しくつかの契紀|者係 銀行!:1i:l-!存円売の契約凋係もその 1つ に

山内ずる権利:;~~;:J':どにつ ν ては 予~V!~去の問題と rても分析 IIJ j';， tであり、小法f

吉町間組ノ，も分本l 石]誌でめるーしか L 、契約円分析に r~~執 1 る cつが、;J.t'ilj

に• .Hいても王L<、さらに、 f去のふ丹しをI'j湿すとjためにも必要である。これを

妓守r-j-t'--ぱ、 i京ヒlJiおい、止いィ守:'0:[i 土、主~~!:.! ，!~-はその当事占が十イらり互いに

祈仁て負うf責務な攻守 H害利ろJ主qるI可i主だからであり、 1去の混同寄i:!1(i僻写る

ため!ー必要である理性l土、契約責任か不法fT為責任ノ']"\，~ .!:.って結果1-j二泊wる
からぞあペー とtえばL1 1ト刻:;J~_に子が11;品 。したが勺仁銀行~_-_ iiI~併の

lお付、において、{古僚のヰÈ:~三 1三t 凶レしての攻*~In:王か i二、宮治じり治生原[!;レ 1_-'( 

の不法行為もありうるかのzhy置に12手するごとほLなt¥，

[かLなJうら、大法行為ト(/)演務拍契約ト)信義 t:')もノレLでも κきv とiよ

認められないコし七がっしよれ広い義務が舟示の条ごTUしごう空事7グ):/:;件、ーな

九な 1リ)''Cあれば、ん託行為法によ山ても手i~*<) による深烹よ 1'; も六 3 い1思翌九

銀行1こ与乙られる二と日;i， C)λ なv、 んとよ契約による保護のほかに不法作

為d____: ぷノよ;思議もありうる LLても"

くまとめ〉

当事者の究に宅約喝係がある rさは e 宅約責任ル追及jべさでめり、不法行

l;;-貝 11本i皇及 Fべきではない 、!!;字音の問1:尚業 lの契約阿保があωにきは、

レ¥1こ7-つでめる

その士l由(ま 2つある":;r; 1 :二、〈判決〉のじ」台、原rlJにおい:，1し1"，11])由と

されるもので、宅if.)~はその当事長かはらわτν、に汁 L て長う f占務字決オ -(-d主

手['芯，(.cする伺係ドからであ{)I 第 2に、〈判決 (i.l中で、 i長の弘前しか!uj墜す

li !)xIiJ 1 A仁州 107
i 傍紋}句i止法昔、抗堂:力引け方:l，:tl= これむ苛二日正治ま「は~;;íi議声し ι うこ正

iなる r

三つまり、喫え1[7)当事背ld、宅ぞえlこの利弘、損失、品|攻守を，11れにつ λ 亡、

L つり ，~UJ;sn ，:r3' 3S 8) 1748 



外ヰ 'iス決t::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台，い t

るとめ(，~必習であ Z) ，: 扇 f-I iきれるもので、認約主任か小法行ょう主任かによって、

要件相果に差が什Jるからである n

日開 Henderson v Merret Syndicates Ltd 

〈事実〉

複数行当事イさが関係可ふ波紋な:jfF訟でめる η~-J 寸ズ 1 !j<1)保険01云メ〆パ-

( c卜 ム J' が、その保険引受ヱ、ンゴン!に対〕て、 f メ l' 力で~.Jtに発~二

た政減自主在大弘吉に iU16、ロイコぐに対し主よよりm，~'主で保険.~支払JZ求がさ

れ、やわた吟(::.tLt，コ72大接寄グ〉 却を取り戻そうとたが!た訴訟cあゐハ

(1) ロイス L保論引受人組合 (Uoyd's)とネ ム L保論引受本人 (Name)

Uノズは、ネ、ムにより情凶されξ泣きr法人'.オ').{) "ネ ム以、無限よ'iヱ

をれう fT~肢のラ l<~口、不}ムがシンシケート l 月二 dicz:引を組 ιで 7 う

せなわち、示一ム叫すりンりウャ トのメ〉ノ《 とな"て行う(

(2) ネ ム(保険引受本人)とエ ジェント(保瀦引受代理人) (underwri!山田

agent) 

ィ、 ，、 l車検ラ1;主人I は '1'，険ヲl子代出現おそ結び、工 ジ c/卜 (保険

ちし約!のま懐そTZ1π!、ft.{語、女f干存会負担 Lた 子T'ゆ子、契約心当事者は、

契約三汗告白及すハ、戸であり 明。1の不i'J刊行為::rf-千ル治浸すヘムじはな v 土
νうここか/筆者(;{Ji:主i)

i:-L て、;-~~~'ヲ 内示]柱、損失、作;p主??f?を三十鈴寸ゐ出力は、シヘに尚実上の与さ

が~(/)当字:，;;'に多〈怖わスレ出われるのそれゆえ、 L 、に商業上(1)摂*~ i!，¥当事;5
1手、ヲJポ;]1全ドーを出止すベヌであり、望外の作、;去行為責任をi主投すべきではむい

:~ '" 'うこ t:1;' (筆者 (-Í~i~i;:) ) 

ミイギ 1 スの工:'1刊;おl 、ては，fTらかの!去1示し、それ0，!ffifBつける;丹、L、

rt;: ~!J (pciわClp:出 1 !政検トつ考烹I，;::，ul:cvぱ I1lSl0εt"，"l:iOIlS}σ):2つを示了二}--:!Jt 

多いが、21'::1 の 111 庄がn~U11; ~こ当たり、あ Z ク)J_.;:虫が政策2'~.ij泡lこ当たると虫わ

れる 2

， [199'，J 2 A.c. 11:， 
「ロイス笠松ぃ)'，-¥-c:止、 アザム。ラフ→エル E惨敗成了 FJ() 11ロ/:<手取

i守匝のf!.楼Jl (Fl -+:~:土昨府間社、 199 :1;、

CJ 7 T ヱル・ e::tヰ‘ 221-222六 1989年に、ア7スカでアメリカの大型タ/

刀 ，，-クノン パ11デノ ス」カ訂常礁し、日ン闘がiわillしに京，;i7::もず7む"c 

~::: '1'字00:J;.河川 :747 ~ 13uJ 



flil究ノ ト

引受代用人J を指名しなければならないv

工、ジ工ント i手、メンハーのためのヱ ンェント 10岬 mbers'agen:) と'，，，う

資格で行為した句、ンンジうート管理工ージコント 1.111.111三開I1g.1genυ 

資格で行為Lたり、あるいは、その両hの役割を果たす者 L兼務工 F ンヱシド

(col1lbined .?gent);' も'.iiるり

メンパ のためのエ、ジヱントとは、不 ムカすとのシンジケャ ドを:f!!t:J:R-tべ

きかについてネームに助言し、ネームカ吋選以したシマ/ジケー卜にネームを配置

L 、きらに、不、ムに 般的な助言を与えるず「である。

シンシケート管理J ージ c/ト土は、片分が管理1るシ〆ジケー卜のメン

ノ、予であるネャムのために、保険契約を引き受け、保険契約を再保険に掛け、

かつ、保険金請求の支払を 1~ う:0.である

(3) 直接的ネーム (direclName) と間接的ネーム (indirectName) 

ネームには、直接的ネ←ム Jて間接的ネームがいる

ネャムが兼務エ ジェントにより1'fJ~ されるシンジウ ドグ〉メン pミ となる

場作、ネ ムと北務ェーシ L 〆卜 0)賀町契約は、本人とメンバのための工←

ンェン!との問係とともに、本人とシンジウード管理工ージムン 1との問係を

も荒律1るものとなるよこのときのネームが直接的不←ムである一 2当事:0問

の責任骨荷台の場面 P存場するネームである。

ネームカZ自分トのメンパ←のためのヱ ジ工ンド 1兼務ヱージ Lントであろう

lなかろう::)土は別人たるエージコン lにより軒T甲されるシンジウー!のメ

ンハーとなる場介、メンハーのためのヱ←ン L ンドはンンンケート管埋ヱー

ジゴント J保険引受復代理契約を結f人メンパーのための工ージゴントはシン

ト管埋工、ジヱントを復代理人l指名する。このときのネ、ムが交接酌ジケ、

才、ームごあるη3当事者究ぴ)複合収引の場内 E道場するネームであるり

(4) 合意の書式

1987年1.~ 1円より請には、決定の保険引 4主代理合意または保険引受復代理

台意のき式というようなものはな刀しったが、胃準的な条頃群が共通に使用され、

合意の書式も !ri!とか、少なく!:も似たものが使われていたのこれが下記 !V1ft

l"el訴訟で問題となる合きである。

ロイス法(Lloyd、Act1982)により、付則第 1一号書式 (byεI2.W ドo.1 of 198;:; 
fonns) が定められ、 19~7年 1 月 l 口から、その使用が義務化された2 これが

下記 FεI:rim 詐訟お上 rr下百~ Good之Walket訴訟c問題止なる合きであるの

[ 131] コヒィ長60情 354) 1746 
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ぷ;， IS( コ主、出 Jて保険ヲそ薬務を行ったi.し亡、訴訟をJZ起したへ

Feltrim訴訟{b) 

間Ns~ネームが、ンンジうート管理J ージマン!と約パ ();r，のメンバーめん的

ジzγ い手1ドL. 国民7年から 3的年までの"ンドL超過担当言保持y市場

i 心 nclo~ Iつar'，eム円CE'目。 loss."L. 1¥'1. X."i Iヲへの参加r っき、過っ、保険ワ|受

グ〉て

安fCを行-'";!二とし、、訴訟を設定したう

{c) Gooda Wa!ker訴訟

片(レ疋?芸白tィ、 ムβ言、 えンパ のたののエ 、ン、l対〕、

/ジヤ v ト官四J シー/トノト保険，)[去に守J主ν 合理的な烹icj主婦を尽凡さ

乍力、コた F とについご努約責任を負うベ戸であるとして、訴訟なたをーしたc

(6) Saville裁判官、控訴E号、上告

Savill守訣刊同は、 j♀険iJl受エ ジェントグ〉元、ムに対 t る I士Hでき~'1王の ';'C_:s: 

を i~7F，-~- ~べえナ情的争出審問を同き、キー九 0)側 iこ賛成~-，?，-、γ術的争出刊伐

を下 j につ丹市I::tt) :-;;.-:v i1:t，裁判Fr，こ;Alえしたっ I!J泊予1.;':エャジーシドの，.，:1治、

ト行 L..l.:，) 

ノw:t主的 Y

ムに%1-9ゐ過失小

Merret上告

j三=出 L ン工/卜の互接持;jまたは jJJ接的r、

法行為責任または信認義務 Uido:!:12ryd，:ly，l :こ造反 L ぺ責任の認;;-:~が争』と

なっ丈(!;~i-~ Feariclト;1;'_(j)第 lの争主と同に

{a) 

シン J ケ

Feltrim上告

H51に、ン J ジケ ト管J'J'工 ジ工 J 吋グ〉京千干のm]接的不 人対する j~~央

不法行為責任手口i土日誌義務に違反しと歪r干の認汚が争占となっと

)
 

h
u
 
{
 

寸
A

L

ニ「
L
しi
、

、{引マe:ιの主主占と同 1';)

J、い戸、トメ〆パ りだめのこTぃジ.'/ト町立のf-U型合立の解釈が争弟れこ、

内とな J_~J 7ど J卜山口じ(;daWι，tlke:-1-， ~~-;の )'1 苛と!ロピ ì <0 

Gooda Wa!ker上告{c) 

手 ムLメンパーのた的内エ ンコン入(7)Ptlログ〉イ;:JJIl台意向堺市1が':汽シな

ド桁定。)-Üi二日命契約ふ当該の十Y11免科ご ~I さ，;::けるベーではなかうとのに引き J主

:J;(J ，レいつ型u主がされ t~"これい対、その処医i).L.l~ ュンジ内 ト管区ヱ

ーゴシト:こ J司失がある l いよI J:.張?あろっか l きま者':，1:-，~堂、l 、:[1ω，~~ :~ A.C 

145， 1'71，: c 

:; '"'"， '}ァ1...，1[ ・古tf~~;;士 Vi ・ 22~-:!20 泌 s-~L

，~UJ;sn ，:r3' 3S"~) 1744 1 :l3J 
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1 持

品て/法"t."}I 対立日記
I ，'.1 ~'Jf~':'lrJ:ぜ

，""六，¥l:J'7j':lr: I ~，L:Ji~~I~CS 
長記長I1"'1 二二一二一'-:.0-

//  

//  

//  

と Cl二定〆、比 i日 告の第?の':'J].}:t，l河川

"当長引 c' 十l阪F 什
昂門

，.ずの f ヘ
J>1，Ji与λl口， ' 

古一定的ネ ふ

l
寸ピ仏刊z

 
"ト，，:;:;"，，'t，，-ノずメ

内↓~， r~l 

ウ初当日

一
九
一

L

J

一
マ
ン

↑一

f

在
十
山
V

ML
一
めサ

ん

一

-

J
 

/

一
一J

一
メ
ト/寸ニl川的川4 宇叱

;;. 0: :.- ~ J丸 r 列 f~ Iいの一
l♂灯 f ム

ヨー安仏jネ ー

↑Jl吾

↑J ;l:. ~:i 人

十，-Ilr;

"日 da-¥，'， ，;;]，~ 

そ次iζ 再々仇 l[fu; Cl;川VdeY仰の多数意見 [;311棄去l、1原告持訴l

〈判決〉

(1) シンジケート管理工ージェントの草接的または間接的ネームに対する資任

(Merret， Fe!trlm上告関連}

{a) 注意義務一一過失不法行為責任

，:1:1 過失不法行為責任についての HedleyByrne原則

不法行為の7主包、義務が本!?のシンジウ -1、清浄 1ーンムンド u二課さ 7しるた

つまり、彼(liがめ;一依Ji:'1さh;S!夕、円はF:Jか。そ;;r.:;;i.. Hcaley 8¥:j川区 l阜、8!Jごあゐ

lc告に対Lて主任の引受をしにこ/' '，<:回 ~jmptlOl、 of 同SDO円b日 t刊、およザ、

そのこ亡につし』て県r 方市え(11を信頼Lたこと(::，.1:，')、ぷ法行為し/)i-j一意義務がま
ソけ

:I;'Ë~.) ¥ -; l--..才~{コ ιJ

2り (;oft"湖町2手数主党に K::ith of Kint:cl崎、川 ι凶 11柳、t¥olan郎が賛成しとη

ほか;手 Bl叫 v四百ilkin山 l明川 P 工とやiI1足意見があ心一

::1 !!edie'i J]vme占 CoUd l' !!ei;肝，j;':f'artl1eFS Ud [J日6/~J t"C， :165 

古川空手;~ごは 払q-， (/)過失表示責iニタ州知となったυ

t:l.fが三党内票日再}')1三同門報を寺院備け是慢したが 子 ~I)良好との f;;; ヰJ情報治、

主主は;tt:')で、 この情fRぞ{吉弘しこ、その ~Ji千平主私引しん町 6-!刈世主をt支つん

鋲f二点、 l尽討が銀行の技術 tレ宇l'析がj-"積[でしι?こ(レ存-';'1卜.-fいf令か、 ;::1、て

いるパきケあっと L、現iこ涼告もj)1行の技柑:判|析を汚頼レていとれ

貴校院は、本1牛のふ弓な事例~::.J...; ~て l豆、 l県 r l!:としてパ、 i云行為訴訟が有定""

抗告が、半 fl-cμ 、~!Ë frt 情報:こ-.'え免:t::-1こむがあるために不山行為市訟は汗1

~ 134J ~::: '1'字GO:J.:-3S:):743 
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i2) 契約責佳と過失不法行為責任の競合原買[J

契約法三小法行為法卒ともに認める法{宇兵 (::.J:ì i;> て[.;t，主主iヱ~_~-0間与立が必ず

ιーじもこれん前どとする必去に返られゐ}おおまかl二'，，'，えば、 三つの軍iiiどがあり

う/与すなわι、，'R:hd長約! ζ引き土治だけヰ求的/ネべきであふとすω ものJ、
，1]::'::告!こ迄杭i;!;:<委ねとも惰わな'._， iす主ものごある行

言受{干 ;~~í::Î~間部"、午院自りな重妥f主 (i)み刀、ら;義持され 7 いる hけじはなく、i-í

事.~ :..:-:と，ての五際~~ ~:必TZ吐からも とえに弘長期日lその問日にノさ 説

J告されてしと 。

:.~ノ さて、ある了日よ:手、不f刻一九上土きて""上。〉位、耳のわ1台をド l;~主すな方便!.

J て :戸、1ノ)，うにセイ長!，ごv たすなわ九、 I1cdicv Bnnc判決や格帯、写 11.:;t、

さtLる、と(

存~p，~i立、 戸内判決を三非合よづl十る L~:t1Ij 土して、役山 iこ工 J己責任じ')ラ 1<2:、原己的

信頼、告て宍~~責任当すを列挙する。 しかし、 l1f1!dCT50n V，'IfCHCUの Guff叩:は、

11的llrn'n~TJl(/判決 η広則千核合に主主費 J千 ηrjl スに た光司右上うであふ

"，' Hedl町1¥印1'"ぞnre----Pl1:-e ECOllO;nic Lcss-----Good~刊行ivi~y ， l-1t":lo Conturts 

:_19~日 CL，J. ;..:71、H刊行leJ'Se川 'dcrrett評釈、以、 C;of↑)p::の多数毛見をシシジう

ト管土!H_~ -----:，J ，L /"ト i土、 dべての不}品!こ対し、 J ンゾケ， }管理"'コ? ての

責任を引(~弓 (j"C いた二かくし !iedh-，: n)'1J!石原町内下〈¥義務がfil.iEど主恥f二'"
k要約 L、そのうえじ、 ι。It糊UHei.ll刊 BynU'原則にけする高:jiiH，!ト主くJt'泊
〕た{レ許f曲「る(

つまり、(;仁jf'W，:i土、 HiiÛI川 13vnν f[~\rj!J ii、 青卒}~:jJG援供事伺jどけではな\

12J0履行事何IjC:!、i司王Eき1、人的均的損害品中ぃ持活、耳to.失う、を問わす;宣明され
る とする また、問明(よ、「責任r))引'EEJfニ:十 E主任が守定 0:h.ふと、公!卜、

-i''i主主!士まんは正義全常討する必要lよなど、公正、行埋J亡まt_:!J正義全土三自:二芸
i工;ヰ再三されない、シすふ A 主人、同卯

つJ論♀?含をZ完巳4絶在 4も灯さら i 、1Jei.lhy 品川原則は、シのようと~-E芝鎖的専出家に

庭用手f1.;~I 力、と Lうζ (;(lE ~_.;IJ の挙げる例は、 tili0: (LaI~ke ，':>)、弁議ート

、sol:(' i ~J)~'川出量 (:;，:t"VCVOI'S:'、温主 l.:(¥λ1 :;n引、会計 ::ac印lI11:;;l11::;、

保険ブロープJーだけであるが 、同州しL、司えな限界安定めることな¥、た

ど1訟の追いで分けるのは時代遅れである〉にけ v う

η11995J :2 A.C. :4:>， ~84 

之 1199~ìl 2 f~.C ~4b ， ~;;;J 

" l，タ件{問弁:芝 lよ、ある半ニ;止を採)-tjlて (Kayt~ d!'~;r-; Lュ b:;j~_ 'y 0;" So;ic 仁or':-;~ n 

1 :351 .~UJ;sn ，:r3' 3S0) 174? 
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Heilfり 8 '1'1 財 Jt~ f! !l:立、被告1-:立告の烹に認約調係がて， <、場合ど:?に l盈用きれる

べ3であとニ これは、契約!の救符があれば、契約!の救符をiE求ビ.~ 、不法

行為亡のj土dii土考えるな、 Jいうこ ::Tめる η

これL対して、 Guff仰は、次の仁川也、-:'-('")ω。。アなわち、 JTedlef'月間re

判決11体から、さ lうに、 Hedlc1' K::rn1C判決内 lんj的詩Ut::int2rlla: lop;ic;' から、

これな了解釈す*1，(工、 HedlevβiyrncJ原口!;C;: !，~利 11係がとい場介 肢iJーが京 jii

にけし亡社債で(*'.)Iノ，~~:<:1雪J子の引 Jス:や Lた土母子手 f : ;-j-となく、主主:間{子と

があゐよ歩合 紋告が_Ir，(古に対して自主ミで i 約亙あ!']，空{この引受を~ 7'::場合

にもi重出されるべさむあ心 Hedl川 βIynu.耳目!J(土、ろ(i約守J係三"なし 1ふ合だ

け\_.1高.'I'i芦れゐべ弐である、との解釈には、/ヘi去「品i去を、 02~\'~Ji去を悼うとする

もの左足￡、ヲなわち、契約がな，.-，~;j:J: 。 がけ不)--J-行為責任ル提供するもの主

見る、少いム考え方が'，~，7~' 問。伴つ寸 Lかし、不J士行為}士凶 段法士，7)n 目、

Lがも 当字Jf が缶約;~(当字JR はこれを契約で排除ごさる ~7 さつに、不決行

為の 7シァクス むJ}i，才しご)ZT任のヲi弓とlヰLものプj人Jヂ約の 1~テクスド('， -;;-， 

iで能性と u ご}耳↓れつる日、 i現実にい耳↓れて vムる L わかっ亡、 Hl'au!v 

J1Vli!i' I~ ~lj ¥品、ヴ1的関係がある場合も巡回されるべきでhるn

(匝) 主た、あるF:'!'.:立、黙約|ヒィ、法行為|♂i::む耳c!)i;J:什を凶J.f_去すゐ 1;-'1切と

t ご、次i勺ように正目、 L-CV勺七23 すなわち、治):iJ、乃てと既に今在する義務

と、 l判下手も同 で、 'JrlJも%/;.>-tる、契約トカ義務詳、ソ"ンタ l弁議ょう

認す首の明示の認約三長坂ブ0"存ィ主しなけれは、!II:旨のR示の担的条却を挿入する

l亡さ!:it午も必要叫もない一 、れi二、ィ、 J去1-:-1-'&I.~:)ら、荷があれば、小法行込 I JtJ数

aiを追求ぜよ e 宅約ヒの;!;z消l品考えゐな巴

;:'nr~' U98{:- lOO L.Q.R. ti8りにある宇宇

Ltd l' Tict!， S!nbiJs & 1¥引"ρ[i(179] Cト:"~l)，+i 

切nは、その判事:-.:~í'~ r1;目下Jに賛成Lている

jいうこと Pあゐ J

':O;iV2r J. ir】九fidl:ぱ Brm!?Tm叫 Co

を批判し とへこれhこ7討し 亡、 (~flr r 

ムj つまり、小法行為法は、契約がな v、，例{特別などヰ例l

特別法ごはなく 契約がな"'事例?ごも契約がある雪叫にも

:r:_今 般法である、と J うことか筆者 l新~).;，

:こだ:t;車場芦れる

に2事例仁 i 追)11.~ 

アつまり、京民イ=rl'" i土が認勾がある事 f刊にも迫弔されるこどを寸!Ífほ~: ~ても、

当事Jiが待ご不法1.為t壬を喫示、jで排1:告でえるりだかっ、明書司なじ とい与台と

か l主れ3 11堂"口
:> D r:'a~~F J. ~ n }fliwlr:n:;η(釘り5ι明 (198山 1ぃC.L.K.:-)39 in A~I~~_r;-:li之

~::: '1'字GO:J.:-349):741 ~ 13GJ 
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これにまて、 GoffJ明1:ぷ、'Aてじっよ')にiiべてい-:";'，すなわち、この:Eでい、

去':Jハ亡、'定「与のための契約は、 i;:t~奇の~:r!，お， ，て h'理的な(1一意や私う計

ノ，e'iif;'J-'拒長必ず品、むη かつ ζ0)訟判't.:.':'i土契約九，f合理自Uな出 tんてよっ猷/，;';0)約束

というもの本合れこに$'~定 L 去なかったため L 、験台貝刊の分野がiムが J た

})正ノ主(，1)ゴ亡シ・ローは責任競合ι士.j"'--ず著書J惑をど4いておらず まJ三、右(/).;

{エ;市民する健全tt根拠もな1込。そじ)結果は登堤さ ji七いふミものとなる方、も

:れない，かいヌ汁、行為仁ジ)完治は-~，}:;}、により諜ちれ、奨 r'J ト~!)現議 i 土

当事者の1号、~，\::.{瓦るd-ゴで、 d告が般に最も右天]な救済を主主任 「る権利を有すゐ

レいうこどに、異論円余地はない た丈し、当事与カ不法行為4 の紋済:;， ~jl;1収

土し、し排除手れる枠内f?意うど交わしたものと解手れるほどに、不法行為 l山義

務が当該契約たフ子信 Lているのであ主ぽ 武法行為トのfti?i:立制 n~ない v 説除

される

に号、 まνめJてして、 Cioff ~p，~は、手;じり上う。述べ亡いる、

lポ['1におい亡)萱仔は、ま Fに Jled!円 BHJ1r'原則そのものに乙っ C

集定つ L了るこ，>-7)>;;'さ、でし 亡、私 iυd Gυ， rJ乃考えいよれば、

ままはつl了ξJべ主℃ある、そのJ呆!ilJかr:)， 、悦;t;-O))責任U巧 ;l:i戸、〔品

告の}信ねとともに、当事再の聞に契的関係があるかどっかとは知関

係l、手法i二 l}crii;宇意表務ルノ1，IさEる、といぺ結果が専出される、

したが J 亡、彼[:辛苦)が契約 Fぞっホるこ.l-彼にi'"0 最も有手"

(，見去る紋法手産拡 9"Ji;干と iそ排注して， ，ないヲミ主り、認抗 lおよ

rrlGL1;行為仁の脱.8--1る決，，"の両方'Kf'!T1可能な広告は巴況に lつ

lJiも!Jfl'仁史去る紋〉まや選択 FゐごとカγEきるへー

(3':1 (t唆)原則の本件への適用

まち、 IIIJ明u:立e じ/ジヲート官三コー与./ト}立 e出:ffl~~ネーム H対しても、

支援 R'~ 卜 ムに守J ても、 lh:dl円 n"I11C 京別に基づLて、 F司「にぶゆ行為に .• H 

:，7 ;0注意義務を白う旨を叫度確認する、

/荘、
一、 子!て、[宝:詩的主、 ム iζ:~II ては、次c/) ょう iζ 亦べていふ. "なわ勺、

" li的SJヰA.C.~i日 1'1:1 18.1. 

，( lJリリ5J:; ，;じ 10.I'H 

1:l7J ，~t [j--;sn':f3'3~8) 1740 
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止T.!;:"ヲ
.;~い〉 jei!U挙式Jよ百tの代即吉山粂1口元l iこ某つ九、シンン♂ウ l背日fJ

ジ工ントの吉1芸員fJ;、 人l対ナ{， ~'エ意義待は、小 i去に為」おける(貢汗の引'::"1.

l二基 j< )。 シンジう一入管理フ一己 1 ントの巴長前ネ-.1_¥¥ヂたする出主義務

と、全く主しがなし J。そばて、 [-!'注べたとおり、契約は小Jブコ?二品 1(.守主務P

J!f尚、するべく"..4j{i.r、永 ムド(立、二Tぃジ.'/ト 1こだしてぷめる救1斉を選択
する令地が筏されている c

話、 さムに、問捷~~ネームに喝しこは、次~!)主うに在ヘえてしる すなわち

史的 r;別空式以苛Ij(1)復代 l~ 合苛(レ付引き:究による慢代 l~ きぎに共 iB'，γ

に恭っく、 L〆ンケ ト官H!.__ L---->"_r〆ιク〉〆〆パ)のためのJ ジJ '"トに

対←J' る ;~t 意義 tj}と、小，去行為における[女1干のヮ|?に;!，づく人:.' >::.ケ~ ド、

告JjI.l ノ ン!'c?) 河持 B~i ネーム γ 社一歩る注意友J弘士、実質的な遠いがない

そして、あるすhò'、あミ~ i~; (7)行為。問し、 1 人以~V) 人に:t~-L ~-11 を引きそ

げるべきではな 1，'，.，解寸るべきではない つまり、シ./シケ音対工 乙L

ン )'ll¥ 涼1:主ラ|受業fポに"'C1.， メンfく のため C) エャン L ン 1 に対 ~.'~E約 t こH

Vム亡ま汗Lノラ|そを L、 主ら:二、間接日ソネームに汁 d 不法千為におい亡責[手c)引

をができない(レ惇するべきでいな'.-iっつまり、このよヘい別々のjレ トで発生

J f二社意~\:務は設f71 ろるのである YJ 引::; ~; 

31 > /"ャ/午 :符rV"O.';.， 1円高校的ゑ ムにxt"'Jる1見失不況f為責任
1豆、f¥:Ierret ，~ftrV;雪式;~，，~in でしか苅jH! となっじ三ぃ-

32 ンンιゥ":，片時コージ ントグJ慌持u:;.:1'-、ームに)，1ーするi活性不凶行為音千F
~j:、 M引 t堅手 lイマヌlさ7.¥:J:J.は心 L Fe't，'lr.l げH'lJ書式) の青んで問題とな.，亡
、、ζ

3'3 シ/ンケャ〉ぜ型H.L- シ， /トグ)~_Wj は、次(/) .L う!~主張を j主べていた ヲ

なわ九、間接的不 4とvシゾケ ト哲郎工 ソエ J トは、裂がJ(l)妻銭円託J/¥

l終主u)関係にめると仁事蓄どう Lであり巴?庄ら J4、弘主が市吉には Lヌ，;;id:)九

lナ待ョ主務'A'TR: ~司"ことがな 1 上う;、契約の連鎖と 1 うた法、彼 3

の関係を仕組んどのと l解釈コれなけれはならない

以 i(j)てtJ_fi土、 Goff卿によれば、次のような理忠!こ占J，---ノいている -9なわち、

ごシ Lぅ ト皆E車工 ツニシ h は、荒係自{;，7.、 ムの|司古の下に、仮イi:}，~{-;-/5:<1) 

斗で、メン Jくのナめの じ rントには L亡保険51，;:業譲に関市る責1'"を引
きそしム九:7)子，'"あゐかん ンンジ今、 ト管i里エ ンユン!が、官接的土 ム;一対

てIcjじ深険rj1そ主務に|有 7る主任もり|さそけと?ず;;，")の{心r后「あふ

Go 削;王、三れに対["ぷのように'1'1ァf;[れ ιる(主文者~_ d:) U9引 j

r八、ノム45，Hl5-190)c 

~::: '1'字GO:J.:-34i):739 ~ 13らj
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j互央ぷ法行品女f干が再定きれるためl 信if災務についての間期を検討 9"~ 

Z去じないお
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)
 

h
u
 
{
 

，'，' (~f}ff c_叩d，、 /:t:件と d，異な i)、7社j丈J者?と話負人の悶の廷:刈担i琵至4染長i苛百f負ミi忍至史1判と正元A 
F詰~ .~員主人と τ下詰'~~段主八 σのJ 河 UのJJ返圭引t物も注築下下詰'~~段主契ポ約'}1が;ゲf巧7迎主む3鎖員4 る場f仇合:~"一仁 iは土 一透孟主t企品占ザ¥、 下詰

;竺ミ八(はホ 1汗乍立苛:に}対L戸勺-.-ぺ:'7珪主干物3じの7つ)品t説当に同ナ心頁f汗丁ヰ引主受けていな

号刀が苦吉l 者に対 L)!~失不法行為 R 壬を追及するこレはできない土している

(lJ9民一::A.C. 1心， 19~-19G)" 

J:，品、rr仰は、当事再がぞ約刀法政の剖)7]'-['ある場合?こは、それらの契約が当

主_~0)責干fO汀ベこ争決めると".つ誠元 I，，~ ~~~し、汗 il ではふぴ〉議:i'~:;!トlU三L丈

が π:掲注33寺中ヲ)、建物?主 jL請負事例(胃:;j寄f土311参照 l ではその玄詣をfうす
ぜた LかL、その+，-tJ::-甘{立小 ~!j市8('あり、さらに、それらの契約カ主宰ぜび)貴

{ヱのすJ¥てをiJとめたか??かそどのJつ，.診断するのであろうか 1江守dley.S制的 (l

llulε ~L ， 叫 ~S 2q) (， 

ヨ日 Cof:"l，i到JJ)%紋若鬼と lz)1!なり、 BrOWlle Jjp IJ の同児三吉見 l士、 i~9，、ィ、法行為主

任を根占U する詰ぷ1信認義務主!えを恨J也トする詰〆Rの司f.;μついとも言及し
ている r そ方しはーこうずあるヘ

ネ ムの測は(1烹社務と信誌義務1η日芸，';i~，高つ t、請求を民択がJ 1，、松守的!

なも 0)どしょーカ人それは勺、い遣いである 芭7とある4正j:についc0)受託ミゴ r})主
1': i之、'jJ:Jの廷出しの亘l'なのではなく、犯人乃とめいY';込「とま e:li他人"対

fì)~B す久二 i' をヨきそ 1 十〈』者に支J て、 a-;;(-.:.. 上川視され之、注目をも て行

為ヲベ主 紋R;J育J) 範f司会のであるコ門ーと二ノ'!/ 'i イ (I)l事[~Ij(1)広史的金'!t:

，~\こよれば、異な '_J"CftÎf，る義特には異な"たラ引く jし ~1:i民自って 3た叫す、究'夫1こ

は。 公害-e;":}zilcc:J、返送人 ¥ca:"liCI'S.!、主九三邑 Ur，:引ccs)、以締役 (di:"cctOI'S)、

代 I~ 人(間開、s) 、ての 1症に派される注芳義務(立、同じ義務なのであゐ η ての

喪主告は、被告が行為する状況か打こ Q もじっc、被告の町分以t2. ~ ~計、湾出
(des(';-iptio:，)、職業 ~rade) 土 7':.(; ，i{l~-{-す νosition) から ι1: るむのではないリ

これはつまり、活うと不な、行為責任、注当義務めJ~ 反によるす[十 l グ〉てに、{三

五伝説:去の二重尽に上る;;;:1"があ灯、Jtr-ei' C') -l，' -/カァこ'--1)_ (_して筏昔がある、と

いっこ~..cあゐ(

すべての 22古~-&が-，べての状況 l おし九 riJ:~~義読を長ろわげでは Jユい

だしノ?にすべにのrf1記者 J主役のJt".1すか円相l疫を行な 1" \~主1湾岸負うが、たと主 L正

受三者 11代理人，!::']Iピ仁義務を負うわけでiよないー T十止め事例におけるそよ、蓄の
7計五の組問:性三告は包当苧苔p{の奨約問15，本幸宇田~て決定される ー hで、契
約のキ在が:同時に存在 L 杭合する l そ認手干の義務をば~:J~ずることはな L、， I也

，~Uj:;sn ，:r3'3~S) 1728 1 :39J 
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121 メンハーのためのエージヱントのネームに対1る責任

(Feltrlm， Gooda Walker上告関連)

代理台 ~:-L 則喜パぴ〉代理 fr 当、 の解釈によれl工、メンパーのとめの

〆て〉ト i土、 手 ムのれ山に保険引受業務$-f吐型的な伊香、と技術委尽どし

1.，.う Jこ r を合立 L て'~¥る、吉宗HヲJ、い戸、ク〉場合!正当然、間iず的司、ームしつ場き

も、ずなわ九、メ Jノハ のための L. :..ιJノトド J ン、jヶ、

l' :ご f;]:険づ l ス業務や:委仔~~ /:'域内 rも、そ λであふ

これはハま 11、問符舵ィ、 ム;f)場合で、うンシラ ドTt，i]ニ

ト管理 L
む、

一工 J

ン1 ントカム不

ム Jこ対 L て|呆喰Ijl'~業務にフさ迅失不法行為費{正を負うどきごち、メ J パ c) 

ためのエ ンヱ/十はネ ム:、対してi天均う受業務につ戸努的人会反貢河を負つ

1 いっこ;である午I-F~険ヲ l'云:業持 γ おける::- >ジ l;r- r 管理~トヴ)返

失につし 4ても、メンパ、のためのエ ジェント;手先若草されるのであ ν。た(レ t

選任絞督責任しか甲責されない!~ )"うこ j では f，.いr

(3) 勘定締切蒋f県議 (Merret関連省略勺

おで、契約(立 校義;f:;i円範ltE，': '>:-，1忌を変えりれる さもなけれi:f(完結が

般義務ク〉母国J何回を変んなけれl示、 守二者掛か課される

~:.ì) Bro¥V印刷1，土、最 F去に、完封);言{平とィ、法?為責iヱの続ムといよ C;off~hの

き?方に世叫する〈

H円 d(、コ Thf' N月 il問 IIιFiduL'Iarv'(l古ヲコi111 L.O.R. 1': f[r:ulr]'son ;: ，Ivf昨 rd卦

釈!は、 nn)W'iぜ則的結論には矛后があゐ(レア品。つま h、R了OWlle卯"¥-よれ

ば、不決k為上の請求(土誌がJ上(/)詩求レ五~.ÚljT ←ヘE ごあり 上l己也I主主防}、 L ク

イテイ!の請求は究約 lJ'J告求と競合 IIJf;~であ ;'ì 己'2')参間] 剖;刻、両::、ヲJ

ネ;ιCI)~百三、に ζ りむ凶性賓が決主計、る r いっし、 Brownc聞によ才、;エ被

了守が J京~(対 L)主イ千手引き受 L咋て、 ， f-場 ζ仁川行がJ京~(対:.... J込失Lぷり経、"1

同央を':iUら壮たこどに系づ¥エケイテ fよーの議;}::，~治失不 iT，行為玄圧に某づ\

誌求は続行不自t'(，ある i日，J)参刊百九三e:J"doni立、これは計りである、と寸る

しかL、 I~日が、エフイフイ O)~-百以と不itf 為 I J;)~百点は税fT不能

ごあるとまご断言 Lているの rあろうか

-:7 _/~，レ) :9例年内ィ、 ムが19S5年;ィ、 ム芯 J発禁 1"も、 ヨメ5ff:?力ネ ムが

l日制T(!)ト ム、を「ト保険iこ11トバ、198'-1-;τの会計を約め:;))ゐ場台i(~.:~.t記y主 17、l 、 19ð ，~

iL (1) 布、ャム(豆、 1985年1寸リ"書式 {~987年 1 :j 1 口より施1:に従うか;~.. ;) ，新

七な保険引受業務を行うことがごえるとし七汀ょu~hl ~八 C 1;;'5. :!U4i () 

~::: '1'字GO:J.:-34S):737 ，14uJ 
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くまとめ〉

(1));'(，込失ぶ迂行為支汗 lz 、法，'~ a って、安約三 (;1なJ'f，qな〈、読きれ

£ その;¥t.:: i土 !-iPd 11;¥: hVl1n 、責任i乃3受，Il;lflljのことごめるね

fr2 hで、長約書イ下は、長約: ι，て、課される ;~ t) (事〔者一 Fれ:止、役務の

同ィーにおして合理、つな注志を払つ義務!没ぉ舟供契約直径}{i、黙示Cつ契約に

4って、;草される世。

(2) ノく判幻土、 この主うにして別々に発んし丈コ色 1可-::;'.:t;i志費粁ど主主:費千千

が競合 tξ シのgj.引を誌の、広告に救舟の左択権を認めた〕とだし、軍制限の

f到、権を詰疋 jるのでは J二九、当該契約の当事告が不7主正たによる:H.I奇心""";1止
または排除を{-;烹!"たとみな手れるほどに、/ヘi去「品 iこ」る ~~;f;了がゴ巳訟裂が]と

フ子組4る九BfTrl土、ヌ，;去行為γt主主ti;"'i~:ト L生以t る余地はないたしたぺ、

つ三打、本判決1，1、ギ止で在任競合i車C:IJを布、尽-'、 /_.N: 習で ~-11:J問中台の

f列jれを、しかもそt!I*~ がi品天不法千:為責任 1二倍禿寸る 1- ク〉例外を宮'tj:". ~た c 喫if''.l

とい て乞、 l小Jミの長山内解明治、ら、就7Jミの長山内補下的解fj-(;t仁丹、いかよ 1

にも解釈できるナ的に、京KIJ~'-~ ，~，t して、 j こまでW'外が認められるかは、わか

.. ，、-，.手一
〆ノ 1，，:'，' ， '-，い怯-;i_の

(3) ¥Ierret f-. ~t のうち、右接的一\ ムカ、七/ンケ ?官矧工 :./ L ト、

lこ対し亡、契約主任を寸H及亡さるのは当然むあろ Fが、さらに、治央大法行為

貝仔詐追及ごさ会〕か)-4引Jf止し、これル民主E~，丈 これは、契約問if:iある苔の

買の主任競合に関t~:; rcj~ 窪である"'

Me!Te: 1. :11の与 ι、 主千芸的;、一八引、 シ/ジケ ト管理工 ン L ントに材
Lて。契れ責任を順次追及するのではなく、泊予こ不法行為責任を医長追及でさ

るか、同ltri:ll I fTのうち、間後的ィ、、ムが、ンンンウ ト管，:]1ヱ 命、

ン工 ./、

に対して、契約主任を取次i旦止するのではなく、 j円失万:法行為主任をE主Jきi旦ii

，，( d ;6か。本川決は:れらを日定 l たうこれらは、!，~ ~，;) [11 f，1;にな 1、Jfの王の複

台以~I 年会寸主泊 l に院オ品開~in:'ゃある 1こ

3~ 仁E己ど半i決〉、ua;(2崎、参必

~r'. (判決) ，11 阻 :(2)~吾参日 3

1(' 上記〈半i決〉、1:x: a lf\，'Ç~"季五、

"ι 〈半'li主); 1向:0必参柑
口仁記〈判決 ':l:x:aKtも参:Ir.. 

1" J .~UJ;sn ，:r3'3~4) 172ち
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E圃 契約と不法行為の遣い

A 総論契約責任と不法行為責任の遠いが、

開いて (1 告t世紀半ば~)、踏んだ (20t世紀半 l;f~).，乃

(1) 171甘紀末[:;r-~ctでは、裁判所(;:.， !，?~，;，訴訟 J叫 llO山山口u 以~> '1と小法

行為;':'''{:ri:e:::;-， ('~j (j n in lïÆ" け弓 :x. ，1]可品主うになっ F 各訴訟の 7 続~，，~~，1; t 川品っ

たかつであと c

しか L、じO.'lllr.onL;:;ムViP!'Oじed，;reAcι :s;:;z:.こ」り、各市訟のす絞内達しの多

くが~IIー芦れてn米、手続グ〉人~'，_:訴訟ん式 !JUYIi ぱ紅、io;;) )よりもむしろ、

主位、おdlS'.a:lパ&主主溌C-Iズ別されkJょっ γなJJf ヨH*L、l'，Ji'は、体系

イヒされた敦刊百 b 続々~. u目立され、ぞれ:より、科 ~;i-:iJ-í、の手涜の泣いが:Ji，:jえさ

才ただけ?など、毛主的上の{宣法グ)'i'~;~ ，'常にお v 亡は芳三己EJ11l治、 will ← _~eorv，1 う

うど咋気ヌ!七(

かくし契約責任と不J討ちまI+!J、たの uでス明j:~， tlるよう，-なっト

{a) .-Y3守よ二の義務の|吋芥{ふ、"-:;5.;守当事手千日身いよん l 民.~されゐが、耳、法行

為!の抗続出|勺ヲミは、」ーに:去に J 川決定 ~t'.;J~

{b} 契約;こ丸い亡日、その義務iよ計;主力人に対して負うものεあるが、不
J とf二為 L おし hては、ての実務l品ノヘ ~;11(.:-t-t ~，て竺うものである、

(c) ぷ;-;;:fぞノ13Y は、 lc告の註↑4を5革、 4一りものであるが、持羽j主Jメよは、

IJ~< .:1 i-.;)此10:を込〈 L担ねるも♂〉であるつ

12 i 治か、L 、7決J名ミし》刀つ号雪告L畏念4手l1従tι:
よ記{打1X防ai比i:I悶喝し、 方で、現代、つ契況におけるWA義務 l吋 lじ刊}.の多くが、

斗事者にふって決定芦れるのでは士く、裁;:<'-91やす法府によって読叩J~ れるよ

うになっ亡き丈 的方と¥汗主t=(¥υL:n川川円引 1J'不法?寸志責汗0)行!.!:<r.cl間
運性があ 4 シー3れるこ〉があゐ。 Fなわι、抗告の同意ザ悦軒;一司、法行為女引

を誠一j-1員合、 j主i 、I申告のト1寺 tr:tlt6:の不法jお背任を免除する場合がある

1:) Chitt'V (j，'1 C凶 tn:cts，:jOth ecln C!.iハJi:D.~l?J é'， S ]-1:8-:-1:!.iJ 

1 三点 iは山S!!!11t$it.CUveは己， E!C:20U ウあったc
-1:， ，.. .:" ，+， ~ --1-." J 
_.;rしいi;' ~n お片山!刊v('r ， lI U~S~:ll ，'l' 7P，-，!I) ":) 二c

~::: '1'字00:J.:' 343) : 7% 14つj
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被告の用品が被告に寅任を課す場合iこは、よ=<'え:工、夜告がfLY:-;;義務をi工高

引0'予けて t たかc?'''Jで悦fliのA、作品主l対L対T'TI:':';是失点j去行品女f干会読手¥

あるいは、 f-!edlci' I1vrluドよ守主主以されと江引の下で被告ド述!?ヒ方法行為主任

芯認す局什があゐ。 1原行の同幸、が被ITの素イ1 安免除する湯舟 L~_i土、人に工、

医療処亙へJI)I;-;-r立平ス日 ソ!こおけ主怪我ク))スケヘグJ1可ZZがあ之1

:;c(1 io)にI羽し、 h'C， ミ，?~;，) (~期待手l'ぽを係議[、小百行持法は:思議[な

， .ゆる斗C，廷に対 L、活1は不法行為に上 :'i保護される手'1三止にまむi以内信料t'!且

ほうき約によ 、て Ù':与三主され心，~: '1ζ 長二~1'l)あ/;.)~↑世h で、ィ、，去?二 li.r( お :， j 心 lF

古百九笠によりても、役';;c--{]" (/) r;~担 i~ 、;呪 ι1 がJ買被されるこ土かある n その l つ

の伺として(豆、 J]え人含味合子 ft たであろ ~I とグJfM!fj討議[脱毛キュ1": 詩 l があふ

これは、活売不法行為責任:，'J川て保喰されるものとある も')1コCi)例よ L

ては、完結局しァ故防され f、辺長不法行為責任にiつては1京日(レ Lて救消さ

才なt.i }~ 1すから百われてきた純粋，.涜io央がある c ，__}'，が、 J晶失不!c'h為責任

によ貯備されるき1例ちょf醇 ií l，ミ;I.-~ るようになった。す乙わち 治安ある ~!，i

詰ィモ院の事↑羽lにえれ，、

するもグ)-c-ある，17

H引IlnJBwne lヰ弓i，，，"、長えγγしノフ 際問中適J-!j~，亡ま i~~肯疋

E 各論:契約制度と不法行為制度における要件効果の遣い

1) 未成年者の能力 (Capaclty01 minors)，13 

(a) ント戎年者は、 l旦H'; としピィ、J去(，"':4貢汗辛子司う oillj力、 9~約を J~l. ;')消含

こ J カ~-，.さゐの仁、制限された記院で L か契約責任 1<~i わな ν\L か L、戸カ

ら J い/って、未成年者の相手釘持約者カ川、1先行為ド ~I:: 点、ム互約昔:17 :)泌すーのt

河じJこど ιなるようにふめる.::.'はできない 未，'Jl--:-i~;者ι 土ってすT ま L くな， I 

契約かt:-)~+-:成年者を守;~と'，/ i う J 弓ノ 門 内政策を覆 4ことになるかh であ

{， 

-1!1 たパし、契約に土って作りwされよ汗返り湖fl ではなく 紋Bcな矧りと
もお(レいつ弁でj主弐。

17 Hendersun '1; A1e1 rett 川叩山itesi，t(I [1ω~-: つ，'1，.l 

J て参日どされているリ

"1'; l::uU'.; (jli Cr:nι!u:c!s， 20Lh l吋]T1 1，、 ~iJU8) . "èlιηl-l(j~ 

1 '3J 

'1~刀工、そのような事例正

，~Uj:;sn ，:r3'3~'-~) 1724 



外ヰ 'iス決t::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台，い t

(b) しかし、ぞれか C~ る}きがあゐ。長例{之、未成作者の不法行fJ が認

約とは主¥'0IJ(二 :-ht"たと者xられると車にか Z η、 ぞれができると 9るコた

lえは、末!】!.i/iモ蓄が i歩くの:十JJJlf向い CいるJIH;や情的ゐ活:1.際ね£のに

は向いてしないと主主守き才て L 汁手プöi;i.iJ:苦が Itま~.右ム人に岱[出 L たところ、

うし九が列、」出:， '1市l ゴを絞ねさ^'て救 L てしまうとの t~: :j:;~月'r(立、未成イl 古しつ浸雪

イu去f為"~re::;ν出寸がラ~1\':) と lz 全< ;~:J に 1 了われたと考えられとから、未成年

当;土雌 It，<J)皆ギに;hfし不υ刊行為費!干ヰ鼠へと L六千バ"しかL、この例むは 末

月九tr1tはそ約¥::.J: :)うI，î らかに禁じられた行為がィ子われるのを ~(r，LてLまったの

ごあるから、不法1-yl':;が契許j1，は三党|詔係に千丁われプヨ 1'1立言えまい もしλ、裁

判所(豆、 ~i2;/J:!~)J::芋:1'1の正，t.-，在日CtJP屈と不法行為責任ιJるがl設への要請を比べ

荷苔 t りも役~-(!)ほうが主い土与三て 契約位)J準担Ijがま成年 Iiiケワえる保護

を制限 g，.;.;こtUL，tl考えたはつが上

(2) 損害賠償 (damages)。

(a) -1'で、契約違反:二基っく指書官償行機告しと、できるがさり被害.Ii;;~ト

契約が履行されとなム;ぷi崖かれにであ九つ匙f止にi届いてあlずるこ〉である c j也

JYJで、 h法行為:こ恭一コく損害j慎慣の絞首El士、できるか5り被害告をん法行為九

なカふーんなよう苦ヵれと-C';i，ろ J杭1.¥[.に苦，，，"，とあ;γるこ である

(b) しか[、契約l不法行為の孟1+主主frの手納1): ぉc'ては、事j迫力手納jで、

刊 B;mui.Jぜ 1:H:-:ggis (lヌ日1)32 LJI¥，S ム89.191

Cムitl:，';01'/， C(jn[rf/iお :.Wlhedll 円以)8).;x.:' ?S 1 ]りり 1 1 fi:.s 1 ; 04吹(-i (;:=i~) 

引そ。、{'!1:(/)違1吋土、下、0)}~おり仁

/わ 名伝的桂三号賠償 1川山川げは1Il同問 につ'，，;{は、史民1では常に訟のつ

;1:， /0 が、不{五千為じは :(1営致指V) とさよ~()~:~~めら ;i:.~J(

均 !t~品jË~t目芸賠 ü~-i 刊 ür exemplar.v d江川、γes) つけて(玉、契約で

は認められないが、沢民イ=r}'iJでは認められる A

.::-1) I原克"出身の物E臼ヨ『舵，才提E害 iごJり1原守:円ιT7封ザ持寸がF宍言狩自

く、原子号が結唱μJ説書だけを散った場手 iこ川(lrl以円[川 ITljllrt，:Ir!'t'liT1f5'>w 

Jl:e Jl~ぃ ri市!日~S notじりJ¥町qur-;~己 l 乱 01'.ム be cl乱l広三ntおりwnph.y~;j c;-:l in.: ur引、 その

じ償.~)'. ，-:は、 定約(アも認め I~)i:..ないが、ム沃?こえらでもfふうられなし c

名誉民拐によ •• :~) 1~ 古~-;t;;イ自 (cl之r:1Cl再出 f(ノt.loss of ~'epu~atioけにつ'.-¥-c U: 、
tAff;:;ではお-'1/) ;，:)れな v 力三イい壬行為ではE21/)ノある Chittv on Cυntr，u-te:;おJth

cdll C::りし'18).~は 1":': 1 ム2J:e> 

~::: '1'字00:6<341:71:3 ，144J 
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7よ判所l士、;;.;に請求方法の泣l、to:、j-(，:ょ η 、よ行多くのd日言~'G;'!位が取れとしま

与のを了間ぐよう IこLにいるコ l~， !'， l' il主審敦ι例そ 2つ絹fr--'~てお〈

:n 原子f千が詩人する下?との土地には制限がかかっおり 厄の洩jjJ方法お

よ rYぷ L 右肩~.t ぺUlt物i乃1主3長:つL ての市づ長約;が{円、ており 、l毘了?に¥;

そ(!)wle:;s!をf2.唆しと価格が提不され人口 Lか広告のソ jンタ{弁設と)(;;、

での 1.地には制限はがiJ、 f てυな ν 、旨そ i乏 <)'C.i.rt.べて~.- t '" ¥、 l京iiiは、このklJ

行十行ねしこ、その71也ん仁子一提!!、前格と時人~， ! そこ P、J京fi-I土ゾ 1)ユタ

l対L、制限あ什(7)J.:. i1h (7) .:'土f1[_~.、制限な L の4地 r!)'::i騎!日値の茶 'i)号、を恨害

レしてrf:'<慣行書求したの裁判所は、 .IP:6:C)請求を者土日した l まま判宵h土、九il以あり

の l地内市場イ出l情と、ぷ実，-玄払われたf:-:;干与の斧内分を損害として;1'"←J'べ持

ごあり、f9.0i土 そci)---i-地を、それけ，，1 じ師怯 O) lC十きを支払りじ~Ä1，ユ!.，t:のと

あるから ，Mら損害を被って"ごい、 l〕/ご。そして、 2たのよ"によ::;ミベてU寸。
寸なわち、 It;;'己主張の主主主ん決 C.~. ;r-'ぱ、原じ;工、 ノ'-"タ刀、説法を道切に履

行 l~-cい七とすれ 1工、原宮内主ι子主られる地1~!~ ，~よ肉、よりよい地イ立を与えられる

ことになる それはつまり、耳ケ7lJ、はう}';61:}j¥ わに格こけに何供、i)了地を1又

内了るにけでは在く、あとか革、ソ 1)会タが」訟には"re長がない(い、、う札jゴ泊三正

J いてこ 貯I1裂な~.. (i) 子;伸、を:;r~t.i\ たのと:料、ものをJfu.ft寸る二とになる

ぞれしゃ之、ふの土うな:'~:I--~~二方iLd 長不 j守主Ijとは呉なる J乙

:;2 Funlバ hiu:& (ゐ州い W.l淀川h

ヌ)

逸失小法行持主何ぞは問主Eなく肯定さh丈;6{，:j-長 FZF1伎の;~定 jJ a~;6す毎日正とき
!， 

れ l口一様のP_)Ji土、青故防(:.:，~っても持 fつれている r

Su:il1j;C(i$t!C Lid t' AIL'iiUl1 Gd'so-n l19SU 2 A.C. 2:23 

ュs)こ不u、行為主任は肯Fこされにが、 le害賠償の詳主17誌が争占土されf
貸干 (Isifナ:，ott日況;功許行者 1枝子十) :対 è.1芦土 p.f千?の担保物件者:'~f:円去せ

七 ο しか L 、評?ロ者はel呆拐を HLCんじボンド f ぬって高く~'V- i回しと この許色

そ信鞍L亡、 J千円は情土に対し10.0(ご心l'/'ドキ貸 μ 、物;~ヰ ιT王 i二人少たコな

お、手I~.t は土 ')ö コ lベ マ'ン rと、怪奇1，ヰ1:はは年4:-).61日〆ベーヤン fと約定主れた2

i主主じフ峯i奇ん遅i芦Lた そニ r 、 JP 古 i土担 l?t~t?~ f' I.CI)本得 1 続ん時~:8 !. 、原;およ

スれ汗努 者にlワ，00日ポン γでソし主:1~.犬、コそこ(午、流台は、仙告に志川、 ljl 吉

1寸法請求品市;を法起しとれ員 t長夜民、担長物f寸の /:~l:ll価憎から '/.UJJ 'l!，~討を去し

づい 3 た顛こ、 J京 ;11 元 "'i，:γ;ii の討 ~:'1 を伝和じて貸1..-，1寸げた顛グ)、差のう)のl軒Ii¥そ記

:~f; たが、れた判官!と約工:遅延干Il.E，r])~:，; te: μ 認めず、 10，UOOボン ρを奪オ汗したた

l; .o.5J _~Uj:)ìn ，:r3'3~n) 172? 



外ヰ 'iス決t::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台，い t

?) 情午tt)" へ併を受けと原告が、後に者か-tH~L /: ;--'_亡、ぬ桁L/:外件区を

訴x 、 ι娠号t~.(:-:' !， う防神的子守痛、出産安および後寺判(18-:1-まりのl冶健三♂求

誌と}多1i:主見は。タ何十院は7司ごめ効呆J)情綜んj走f共jるにつt、て台I主S(j:J:;土達、

右fムうまt務や負，'"'けであり、本会務事 Z皐く九めド長約 にi孟実不法?二為 の泊

三、をと三別す心必Jノli土なしりした ~':"":J;t~，見 !.H手数志立の契約 (i)年作、ぃ Utl し、札

科医は l用 ?-d ，::J-~ ~"手F干の成立l をう，~~;-)-(-f持， -たと惇'?1(わ、夫であるとLた

)')， C J)下城半裁とU例予知う問~fl:土、奨r'J守， I のようにが釈する;.J"という問砲
であゐ η つま 11、合目白どな注ぎを払う義務Lかな、川解付ι:正、史的達}乏によ
之摂士 rf:'i 償レは 1 、〆こ、不会j れに i る ti'l，1;.町人{古!~- (/)違いはな〆士るが、判定的

結 "'0)実用(/)-)な11 があったと 1悼ヲボ:主、コ切手リ:~h:.による損害時ι演は、〆点、，去f 品

Lよる損害陪喰 1，山、て託くなる、 ]. !./ι1 こ J~ "('， ~うるの

(3) 損害の範思 (remoteness01 dama司e)円

{司 令ざ約においこ l手、ろそ約時に、どのような給凹グ)::託手とが当'T--t-;.灯台市杭

な予想 I_C()~-; ~_f肌 platio ぺ ('ì祐刊円にあハナれが間 ~)f.: る不J主千古におしふ亡 lよ、

不法行為時μ、Yのような釘引の1"斉が台湾問μJ'!>i!.可能 1，10河町!:'?ble)'C'あ J

たか九問われる一そして、黙約 IこJミL、てじっ、どのような調主:ぴ)jp，央刀ゴ.iJ~;呂町

fiJ平的な予想的JSJ. ~Jl対にあったかといっァスト!んそのヰ子定的~nTI自の長失が生

、;るz:然;こ1. ~)rob;~b:U\') の千三l支i、依nゲるラぞして、 不しと行為(.:;1づLてじっ、
}のような気取の尚官か白~JW的に見 GJ 白W:-c'あっとかのテス]， U. 、ぞの特定の

祭型の損害刀、斗じる主主然?と I:prob山)il:~、;内科度」抗弁 9 る

この返t、は去のあるj主'"'.C'はなνけされるこ l もあるが、突のある違'"， -c~ 

あLtされふこともある 没者J)ウ場にあω にぎ才る干叶刊や羊誌は、 4約字引

で'!~ふされる、符 'l~U)抗日(/)損失が発生ずるさま弘行一円程皮(立、;不法行為事町一行

めに(EfLとために!慌えなス)'，) i三期間の適切な主の手'L~→:託判所が定める 1

しり賠償を認めた 1 なわち、司!?ll士、*~)疋判官とポj刃三主任和室内問i望者ト誌求し

七の:こ .t~. 仁、被告は、よれ合認めれば、原F寺を~~-c t.~f'-=::，~~1-わ ;:.0) ノこ4::な牒 f を

保証しんど !fi_r~寄りιドーに置くこといなり 窓生の返す;::¥-ノ， 'ての官i君主 v 亡U

K量出でなしシ Tゐ抗弁芯 l，'tI~H Lでし h が、管民院;之、 f九千ゃれれ、請求方棄却
，一
一'"
Th，lh! 1: AI(山口ω1198日I1 QB. 644 
おしれμfy(jli cr:片ι!rac!s，20Lh l吋]T1 (~iJU8). ，1ιηl-l (j~) 

~::: '1'字GO:J.:-339):731 ，1401 
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草川之される、何~グ〉如引の!Rをの主査と丁る ~'7).'~γいの径はよりも、泣いもの J 考

ズ、， ，る

その2里山:r/) 1 つ\~-I.、契約おいての仕{';t'-O)範 It:: に保ゐ夜間 iよ、当事苦手

Lて、契約i主J又かん"に;:).lt=i宵でなし損失 1特甲信央 J につしての恰持の交投

を促j主すと;二止を ~jつレするからで Fわる、トい与ものである， 1t\方、 -;:-~i'支行 X;i

にお1 ぺ戸の損害の耗珂に係る !j(fliJ:豆、生じる葦クえ住が伏す戸どる出来T'f-(ついて

のま雪粁がム f主計{，~-L~:=モ t ふこ土全円 Ó~J，1可るもので品るη1なわち、ヌヌ"疋討千為

l丹

もよ'.'，ほどびのノもので〈なkし、叶ウ←当2ぎfり、 白球的 1 こ了見 tリ吉Ë~:、知叩!の tH~- ~::され、百九管

内対象となるう 1rrl-J、努約ιMいては、 りの~-'-;i--行 (J県 ihl は 1rrl-Jの斗オキ:行

(被t; 仁社し と!二る蓋然性のfl¥:ぃJ甘'u-.."C、ては先日らせようとする *，ら
ナて日けl工、被告は、年..'る者-7).'イ!の官1'，、γ司主主に ':J". 1ても );:1，て

ジ時「自的>~士、ニl乙怯υ心ノ中範E出 l'川Jべヒ Cごc，a;め').1.:-る1う小，.:ら勺人 二れをf舟賠?与民玉当T守苧償幸雪「一ヲヲ るf安雪f佳壬を h仇ニ元{う f主七"ら凶 亡芯刀か、

ザ仕L げ j引I.~ゴよ、被古 l手、左と:る烹然午の 1J:1~V'1長央にコい亡は知らなしりうら :: f11~杭

な1包:1，0)範|井1外ごあるから八 これを時世守る萱停をHわない 被77にむらせ

ぐれ小なかっJ三itt:告が叉いじっεあるつ

(b) しが[、貫悼の続行君主l-'t'.1刊を三に、京判，f"ljfは、炉、(fが、損害心事E併

が扶く、その請が安'なる契約による詰止とはなく、調子可の_~J 凹が広'、その

符 -)'i:高くなる不訟行為 L 主る i占点字選択[てくるの~:.~ましいとは考えて'，，'，な

いο かく亡、開;沿#衣料i河内中に(ぷ、主任競合事w'，(¥認め l♂イ、法行為 ;l--(子、

そしつm.tiの範|河のフス 1、そ統ん f2.SsiE1iL;:e:' したもの hある i

寄与過失 (C印刷butory時司ligence)日(4) 

{a) 裁判昨 l土、契約違反~fj;1<:，対 L，-c ，許与返失をよ昆犯L損害賠償を減額
できないが、 i三央A法行為詰求 h 汁 L て、三子う氾需を校拠;損害賠信を減有~~'C'

丘三 y i:: ".") 

(b) かし、竺すF1手抜判別の市には、原江j:j:L~:~ 内~_'_Ji りであるが、~)~約

上の合辺氏~~' i_上ぎをすl、ろ í~郊の目隠行 (1 毛~~!:J上(/)込失 υ に &~j (請求か、不

弓6 !<， onf~l:-; τι 心開l!iw'u' f.trJ (ThrJ Hcrun !!) [1 Ufi9J i'\し :~r;c

H Pcu'S(i'i!S iLit:esto.りLtd1: [ittley Jngiw切£ωLtd11978J Q.B. 791 
-，'; l::uU'.; (jli Cr:nι!rac!s， 20け1，吋]T1 1，、 ~iJU8) . ，1ιη1-160 

1 '7 J ，~UJ;sn':f3'338) 1720 
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.'-!己?二九上グ，二主義務の注l.i c;~~~長こ茶っく寅任よ競合す之かざ η 目玉、手与

j居宅の規定を伝者幻請求li高，EJ'でえるとしたむのがあるに

(5) 出訴期限 (limitationOf action)】 l

{a) I日"コ:ionAcム 19同 IJ 、中縫契約まには不法行，';に者~f) \ 訴訟こ 6 -1"i 

(1)出罰則[l1をi'"守L、その出忠則限は訴訟原fJ;10)ιじた時からめ土るとま三め

~ ~;;:， ti; 契約にお~ ~ C i土 ;ifrri:e:町lノ」は、契会違反0)起きた町に件に、信吉が小

じた時または損害がιつかっとい?ではないのイ世.'J、片:央パ、法行為に止すいては、
訴主~，~: ;Sí. 凶は、 ti'l.1;.がごと乙た可J にごとじ、子おF.-~~ 'C :i iユ'.'，

(b) !かし、主主づiV;'か、線拡~/手済指央ごす)Ilf\ ↑t誌につ会拝読求 Gf)"~定 {t(-.: ð，~ める

事ヲ<;T、ill;f，ト溺 n~詞始時 記入訟原LU-'A生持γ司ザ、契約違反).1，，1 a寺(-~円 '6~;;('乏

げたも l乃 lであるか訴するこルによ不法行為準日目の胃的論的解釈)、(s:'f

~;i IJを統合、as::.;m;l乱t合1しζ う!:-f~，乙レ恥あるP

おわりに

(1) イキリス0)宇:四lにおいしは、過宅小i去f為責任?戸製0¥}~ --f肩Lない限度

で、両者向払合が認められている-ム二~，:こよれ:ょ、"ジァケの力というより i 二

もI"、プラグ f ティヌぐムじっ力しよ旬、て;i~1 が認めっl"て、、品、つま LJ 、安約

六ιL 陥す;~.' ::;-(告にJっとの+"'1士会 組芦の転回べ";i'T~lí-期限の平引 を|口l

J群;るへ¥過宍ノド法j込責任。〉足立「?刀、E定きわるのであ 1" でのような小判貨

['1)1'5山仰がa!i'iu'sc!s的tc! ~-"es叫す Du t: h円1) 989J t，-，c. 8:52. 858 

Jりどhuhif:パ'if:'itn;("t:;， :30th c'dn CZC)(l引況はs1--1:~>1 ， 1--16/ 

。ILimit;:<ioll Act 198C1. S$. 2. 5 

62 かL、訟判所内 }j方Jf'ど告ij土法のh何ザiがt 円引も司る九つまり、

L'.t合，-tD2.rr:3.j:;f Act :98G~土、わ}'，たm~iこ(=- ~~j-9 る過失不法三 j 為詐 2-~!豆、人身被

害合l注主、たとえ訴;::;!県芦が牛仁た時 '0二時抗がとじ七時ノから b年が泣きょιし
とν ても、 3をi止か見つかっん肘から 3主Jエ提起 rきる jこLた iLaten'，-Dz~n叫('

当じい州C.s. 1，すA_:、つまり、 -/~ >去 i百J立が君主千年 t川尉千年でま， -も、 :'I~約: ょ

品議〆Jc h五夫不法hl'!;誇ふをLi刻レ、本ナJ:'，~LJ:、沼失ィ、;士行為市::~!::(対ぜてhふ

庭用~ ;r)_;むが、製約|のイI:ljlfi;Jな意をフつ l責務乙川、定jに」る訴訟にがし寸

はた~Jn ~，れない、 ということむあるつ

~::: '1'字GO:J.:-33i):7λ} 14らj
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を除j、す久ために、認め去を改革し、 iTi失ぷ;Jt行為5三Fぐに依4諒因を出 Jる

のが守二;wなのだA¥ 号才 ¥:::iiウ法が立芸であるーそこで プフグ♂ワすソクな

都;元検どして eそのような不平"よ去を罰法ヰる人誌に。中身は契約請以とあ£がも

外見lZJ主実不法行為請求よいうものが F~ 定ち h;'むのであぶヨ

(2) 口本J去では、 とくに消滅日子治につ夫、 5?~~(;貢{干のはぶが小法行為責任よ

りも有利であるから号事長:費粁モ記tゐべL、jいう形で間;(g{ト誌にる し刀

ノ干ソ :ζ の ili 日間収そ l ついては、 :'i~約千三f任よりもふ法行ょう"1ヱ(7)(l ろが甘

れーであるから、 不法上お青f工も認めるべし、 ¥--)~、つ形て:- rÎl~;ffi刀、J見れるの

(3) ;柑7;-;0)免責条エ主 L責任f¥i:JI以$J旦も含む 以下1，11ゑJがノケ在寸る渇ノ?ドは、

それに紅うので令く苅垣はなし~免責条認がノミゴロなも乃ならは、 TJ:'~21r Cじ?

trzct 'l'erms Act : 977 (二上って社坊にすればよく、 iZ失不法1為責任iこょっ(

免合条王山{i:~.~~午 ~.li る記長はない(

免ZE 全員ふ伽~以mi:~ 市 j r.~~ ~，_~よ〆て安;高1，する 1J;~~ と}もに、免責条τ喜ル逸失

不法行為法前ijl止にょっと ::I:，~'T 勺 hi式もあィj うるが、イ干 1) ~ぇ法回目 J ずれ"'-'1<

f[ノ可るこ"ぺ三とであろろコ免責:;;:項を 1孟央ん i王?為法制震によって~-;俳可る

方法を選ぶと [E.ちに、 i品号、不辻、行為出巾;I.iによ行契約を伝 ;lLても均一三芝、た'"" 

干'1:益と 11:i11かと l、寸 ~~F P; I、突き当たること L なる-rなわむ、 )Jの也と d て、

人的世主 n~泊免主条点以三J7ベ否定され、{也万の称ょして、猪狩符清治安~~~/t 立

1+制限条去はE定?}"るであろう Lかし、そのあ， ，だには、人員fJ沼芸館償支

1千市ìl~rH 条ご見はどっか、 ~，:!j' 8~Jt日吉賠償免歪来工二は 1 う治、物自ド:jm'~'拾i古責任市ìl~rH

4ごよ頁¥;っか、純粋経::tr指央日立↑J:t免責完 Ji:lはどうか、 こい 'r~難問が横九わ J

ている口

(4) 男i;ノj、の免責条~.~.;'J{契約<1)が :W'， L. 契約に補充οれるか}いつ元町芯もま

た毒性問である〈最も jチミぇ考fて、明示内条:電がな 1斗れ:;!、 !FJだ示内条:立もないJ

4るニ j もごさる n 最もJι<-i言えて、ろ(i約ク〉存在円{でが迅失不法行為責任内野
|原うど日示に意吠ヂふとじて、烹/干の競〆?な月定すること Eで主ゐ :，たがって

，:;:J BUerC¥¥'S 'SOlVil1只 thePrじolen:of COl1Cl1γrent L1ablli:v' (1995ノ48C.L.P. ~03 

ょ n-l~:-5
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外ヰ '1ス決t::~J (j 2;)主~~!i:'J責ifi京共h心責2 の絞台.い t

HeniIn川見 l'，1Aenet説法に上り P.工前言問題がJ終的に解決LI-わけれぷて('、円

メ交高の契約し/)プデイ!臼':t:がj互失点J会行品女f干の排除を猷ア);に意味するとする苓

三方じ行さ過ぎ仁、与と事蓄の主主FJj古を尊豆して νるどいうより iょむLろ蝕ん

でいる。単L~_~約が {J 什9";(! ~~ 1... ¥つ戸けでは足りす、それ})， I :.:、、~;字音ザJ&

失不伏行為責任しi) l! ~I;~トを." }J:: :....- ，.0'1/= 

" -， ，i1 

:_ i 1~ tencl←o exclじde] (_~ '._ 1う.::..(_~ :1];'，ピ、j《

'- ，'1')匂 c

(5) [[fni!れる，ηι ，.，¥1υγtI事件:.J.、 11怠代町内対寸前な主任問践を問題と Lた

ものである r 本法いおいには、代即決およ (r~~約決刀庁、託行為法 i:f奇先して

江主用去れゐのか、 子れとも、訪求様競守な認めるのか。刊例 (i)柏討を今{金内訳

通よ L.l: 1， 

(6) 責壬綜合的品提間悲止し亡、友利1羽!不h める当字J?iEJで喫利責任刀、EZめ

られるのはもちろんとあるが、子もそも t芯央7六出千為責注u:~，2めら引るの力、

すな!.lち、そもそも i主主主主語(~~院による責汗エ認められるの?、と ν うこ

Jを続討する J巴、をがあるに

Jギ"スぴ〉判事におv、ては 子(/)~，2.行0).，基準と J 亡、:-，r;:;tιによる責悼の引吃

と'"' <1原良:;irfn在{/~-' 'Cいる υ しかし、これは「ぽ昧な概念とあり、江告の伝帳、

被 ~II Cコホ門家としての地i<'など ζの間違もh珂砕であ。ラ

ぢで、三代示 st:::ム引っ守口引が問題トな ζ場合 Hdli.vrJ刊"事件

被 (11 が頃"， 1 対し過った 1J:コまたは↑両市そ .t;~ 伎にたこ亡にJ: ;)、かつ、 IJ~<.:1 iが

被f??のj2jヮにi出百ま九:，t'l古剖iや55頼Lんこ Jによりも夜子守口.11:'>0'ドitL 七:{..，'，-干上勺汁

日号)jf央や行えたごと Lな心 このとき、認約実n(， 忍実小J六?二品属ーイ1の内特:
は寸 パ j .'ずしない引 すなわち、過失表不の明言tj~慣は、町、告の七張手l'

拾の開館乙あり、原子l のえ~1:2'干 IJ説の1:':償じはな νc

伯方で ι -~議の隠千 (pn;"orrile:nc(-' flf ~tOn， ju，~~'が問砲となる場令 「子寸

Tai [!il1j.( CοlIun九百!ILid pLir! 仁川7ぜ Iiι1日 nan~' Lld 片よ亡ド [!tndrrson1九If1Tf'1I

川 m.iu-at日 Ltd事件 、?を告は!忠告に対 L，~;\)コて 'f'Z .M を履行 L たよ円により、

!1rirJ 9.: 11:. 11 d. 

損失:こてて過失点法?持貢千千者認めてもよ '，"I)、

忠治~lf:t ，~ ~-(一ζ" るが

~::: '1'字GO:J.:-335):7ヨ7
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(.;11り守的 i 手U右手を与え1民ねとこ}になふ この〉き、占喜本，~ ø:'1ヱト治安/:~;'-!己?二九

責任のl吋平子{立木、ハ ソソプナゐものとな η ししまう υ すなわ bヘ、過失01:奇思

原告の黙共和Jl会ふ(主主ヰるもの lなっこしまっじ行のlHtM主I白土巴

;2:務F霊行長約のj逼央Lよ心泣況の場弁の '1-"{-、が込央小枕汗A主主イ下(ヲ対象と

なるわけ fはない とレえば、専門家の過失によ内役荻じっ蛇供が:t:f{:ti~に場き

や、専門家内i三央に J~ .';提1"き何たf'})，0:-:#J司心うすあ「た場「?に、責任の引"1'に

より逸夫木山j~ 為】車内Y~:;'J{ 行tt ï~~ -，j-.-S うごれ ("1士、言浪人刀直'たにより什事のそIえ

がj7t ì帯 L た場合や、日空引')'fl l>: 柿 i の J~~そに~~ :'! O配争ーの1iH荷1J-;>1、土令であった

ら合も、費íiの Ijl'~いより込失ス\去行為市誌とよ"ゴ足立7 るのであ九うかのさ円:ご

は、売 T.:，~'?-tT に!':仁、治安 iζ よ'i 勾をうi会湾手なかった場fTも、治安により

均一r迂れと ぜ|さ ir~: 1_た12台も、述矢仁よりW)司]のある物.t'51き江Lた土善命も、

司上以--rc;上。ー到し、辺与モィ、法行為訴訟を長起 Cきるの pあろうか ここま亡ぞ

きる!-すれば、攻*é責任レ最長不反行為責任の!ベマ告は'，~.: ~主にトパーツ アーヲ

。ものこなってし fう二ご三三てできるとはご官も百 1主い(ぞれごは、とえで

絞ート引くのかここでは、へ型的な汁さやむ惇務t特権情務付!".!"ic!"oblig:atjoni 

(])分刻が正安lなや'"

との手伊JJで過失ん託行為責汗芸誌のるかリ支フ7ミ九問勾となるf品fTだ17か-

1:;:務の続行!rf問題となるも~;Jムぜかv宣伝的ヲその有知/亡 :.Jで tJJFrが決まるのか-

4史 (111 ぷノよ員 1+のヲ主や!原 ~II rT)信頼ととも L、被;:10:)寺門苛みゐ l、iJ受認石と

J てのft-(21. (， i:fj_ i円されるべさではないのか出乍

刊日L"町 "¥¥'S.Sμp'f{{ 11 仁 te6~Lat~~ り l:W

ll!泊νid2ιt 122-123. 子失Jノま う←4¥、 Hわ訂dlt内勾 Hヨ:li円川1ηj刀τr-l刊;i史グ)，~;汁す干梓=( H(μd.'勺叩>f:.lゴy戸1打刊ヲ官w'判}ド刊IJi文

7が0伊-，aιけ}

うf見土当1うか為ら日許γ;丈た古も 0)に、 ¥'h:Kelldt':rK， 'Pirdti n;-(-;x."Jilinu~' い日目li11 L九

3訂う 327--33ワカ〉あ:"

6&筆者 (1)町主jか従iC7)>ム以 i)i温む、忍失ィ、判寸為員:1に与さJ刊、、純粋打、斉

tc，鳥の!日告を認めるか、とむ寸問主!Iと山WJi'l'iつ究特:二哨♂:てお〈内

i 在中千年訂叶 tl't-~仁カ;:-:~-司~iJと乙る泊 .VJγ(ょ :lT、、究lつ tつがあペミ ν

:1¥) 間待fH)と l記長照古、計業出会)" 

b:' 

~ d.1 

l5: J 

製):L~:，g"t守イ王 (裟~:~J. ~::~i さ?王伝 3 粂だと L 志、

i主毛主7男?をi壬 l最判、ド成19守 7tiυ 円巳!寺リ号1769主人

;百央~!;t!'~t，~供 in川印刷1 l' McrrcU _t'r決j

i3Fζ不実衣ノ;、:，!!Nullr，l' 1:1')1恥半IJiJ~_~' .-) 
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〔後記〕

本fりl究i土、 E本学術キ民連会 e 科字石究費(;品川金、複"取引の法王克叩j よる

研究成呆の一戸j"Cある

J が')ス J去 i士、山 )i;司監 i つ 1 日;王、水門別山口より、ム古失小法~i J為責千千を行

fJ~. :b 斜 1 l!:につ川〈は、契約言 J壬がi内及子7官~: 'ま，二b 制定ii、がtめる l とν っと

1 で、逸失不法行為責î-F: ~'h正、 ld)~型，-コして}土、プ\é'j珪誌に上"、ュ品央不

法?ニノ(，¥， 'ft'1:王を制限寸，ú'J2:'Vはあ ω が、-:i~約責任が追及不釘ルいつことで、 lr，矢

不法行為青i二を肯 t寸寸る r

また、本丈じjト\7~ とお f人 i :，1:.;煩君主;こっしぺ:王、何 :;i:J失 f11に経済的利帝

う !Jλ 損ねに J 己えるのに対 L 、 Idl払~:":-')I，， γ亡}ニ、被告\.，原告 :.，:*1治的損失

;!;:. i).} /:ζ7三.7， {:-! c， -qなわち、 ri，Y ，，-)類型ι、l原ii! ~~ +世f 支えはおー苔の瓦で、

有xJ;な提示::JJJtbj:i:: ~ 、でl乃夜中古違反かあっと l詳細 7る二、が P きるのに/.~.L、

川 i主主 ~lì士、 1区古 )<M:0 立す:は市一長山 ïm'('- 、寺:'~~:'~が j止り治され、卦仕立 h 【シされう

L と ~jfuh-l ること刀ずできと c

fi _:.t::' ))ス Jお土、<，'ぬ~t っさ慌償ル官止するが、これ;t- hJ)よ， 1-評価古る

かが 干きの問題であω hで、[い1君主Q!.，:;:;きつけ C芳点、契約三量1-l::~-;直及刊

~': どから、治失不法行為責任を t~: ;.;::する必~iJ ない(_~--t心こんが C'きそろごあ
る。イl~~ ブJ で、 d)類型lにつiセワl了、#ズ、十世による女汗じっ引，<'があるために、

j暗号年不法行為さr1干4古7こするというのが、ぶ丈で豆たこ担り、期宇ク)(，干，!ス
び〉判例ごあふ}ここでは、 .:b)，1印幻〉どニ r棋会計くべきか、 !~ ....'，つ検寸寸苅必要

であるの私足lしては、不丈でも主主べとように、位告が専門家であるこシ、そ

て、殺告が引さ受けと同 11 剖取絡む情訪れ I など、合f_!l~H~ な i士宮を払ろ義識

であるこことと抗本1ヲきの長平であるととりあえ n王寺三ているー

~::: '1'字GO:J，:'333):7円 ICつj


